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平成２８年（健）第５１７７号

平成２９年９月２９日裁決

主文

後記「事実」欄第３の２記載の原処分を取

り消す。再審査請求人に対しては、後記本件

弾性ストッキング合計２着分に係る健康保険

法による療養費が支給されるものとする。

事実

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、健康保険法（以下

「法」という。）による療養費の支給を求め

るということである。

第２　事案の概要

本件は、左下肢の血管形成異常（血管

奇形）（以下「当該傷病」という。）の治療

のため、弾性ストッキング４着（以下「本

件装具」という。）の購入に要した費用に

ついて、療養費の支給を申請した請求人に

対し、全国健康保険協会（以下「保険者組

合」という。）が、平成○年○月○日付けで、

支給対象外の疾病を理由として、療養費を

支給しない旨の処分をしたことを不服とし

て、請求人が、標記の社会保険審査官に対

する審査請求を経て、当審査会に対し、再

審査請求をしたという事案である。

第３　本件再審査請求に至る経緯

本件記録によると、請求人が本件再審査

請求に至る経緯として、次の各事実が認め

られる。

１　請求人は、当該傷病の治療のため、本

件装具の購入に要した費用について、平

成○年○月○日（受付）、保険者組合に

対し、療養費の支給を申請した。

２　保険者組合は、平成○年○月○日付け

で、請求人に対し、「弾性着衣の支給対

象となる疾病は、・・・リンパ節郭清術

を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢の

リンパ浮腫に限られており、血管形成

異常は支給対象外であるため。」として、

療養費を支給しない旨の処分（以下「原

処分」という。）をした。

３　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し、再審査請求をした。

第４　当事者等の主張の要旨

（略）

 

理由

第１　問題点

１　法による療養の給付は、法第６３条第

３項の規定により、厚生労働大臣の指定

を受けた病院若しくは診療所又は薬局に

おいて、いわゆる現物支給としての療養

の給付をなすことを原則としており、こ

の療養の給付の補完的給付とされる現金

給付としての療養費の支給については、

法第８７条第１項に「保険者は、療養の

給付若しくは入院時食事療養費、入院時

生活療養費若しくは保険外併用療養費の

支給（以下この項において「療養の給付

等」という。）を行うことが困難である

と認めるとき、又は被保険者が保険医療

機関等以外の病院、診療所、薬局その他

の者から診療、薬剤の支給若しくは手当

を受けた場合において、保険者がやむを

得ないものと認めるときは、療養の給付

等に代えて、療養費を支給することがで

きる。」と規定されていることから、現

金給付としての療養費の支給は、療養の

給付等の範囲内のものに限られるのであ

る。そして、この療養の給付等の範囲に

ついては、法第６３条第１項に「被保険

者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げ

る療養の給付を行う。」と規定され、そ

の第２号に「薬剤又は治療材料の支給」

と規定されている。

２　本件の場合、保険者組合が、前記「事

実」欄第３の２記載の理由により原処分

をしたことに対し、請求人はこれを不服

としているのであるから、本件の問題点

は、本件装具の購入に要した費用が、療

養費の支給対象と認められないかどうか

である。

第２　審査資料

（略）

第３　事実の認定及び判断
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１　本件審査資料によれば、以下の各事実

を認めることができる。

（略）

２　上記１で認められた事実に基づき、本

件の問題点を検討し、判断する。

(1)　疾病又は負傷の治療に関しては、

療養の給付等（いわゆる現物支給）を

原則とし、現金給付である療養費の支

給は、療養の給付等で果たすことがで

きない部分を補完するものとされ、保

険者がやむを得ないと認めたときに支

給するとされていることは前述したと

おりである。

また、法第６３条第１項第２号に

規定されている「治療材料」とは、疾

病又は負傷の治療遂行上必要な範囲の

もの、いわゆる治療用装具に限られ、

日常生活や職業上の必要によるもの、

あるいは美容の目的で使用されるもの

及び症状固定後装着したものは、支給

の対象とならないとされている。そし

て、保険診療において、保険医が治療

上必要であると認めて、治療用装具を

業者に作らせて患者に装着させた場合

には、患者が業者に対して支払った装

具購入に要した費用について、その費

用の限度内で療養費の支給を行うこと

とされている。

(2)　弾性ストッキング、弾性スリーブ、

弾性グローブ及び弾性包帯（以下「弾

性着衣等」という。）に係る療養費の

支給については、「四肢のリンパ浮腫

治療のための弾性着衣等に係る療養

費の支給について」（平成２０年３月

２１日保発第０３２１００２号厚生労

働省保険局長通知。以下「局長通知」

という。）により、平成２０年４月１

日から療養費の支給対象とするとされ

ている。

そして、局長通知及びこれに係

る保険局医療課長通知（保医発第

０３２１００１号。以下「課長通知」

といい、局長通知と併せて「本件通知」

という。）では、腋窩、骨盤内の広範

なリンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術

後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤

化予防のために、医師の指示に基づき

購入する弾性着衣等について、療養費

の支給対象とすると明記され、支給対

象となる疾病は、「リンパ節郭清術に

伴う悪性腫瘍（悪性黒色腫、乳腺をは

じめとする腋窩部のリンパ節郭清を伴

う悪性腫瘍、子宮悪性腫瘍、子宮附属

器悪性腫瘍、前立腺悪性腫瘍及び膀胱

をはじめとする泌尿器系の骨盤内のリ

ンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍）の術後

に発生する四肢のリンパ浮腫」とされ

ている。

(3)　そこで、本件装具が、保険診療に

おいて治療上必要な範囲のものと認め

られないかどうかについて検討する。

ア　請求人の傷病名は「血管形成異常」

とされており、本件通知に列挙され

ている術後のリンパ浮腫に含まれな

いことは明らかである。そうすると、

上記の列挙が限定的なものであると

すれば、本件においては、弾性ストッ

キングを療養費の支給対象とするこ

とはできないこととなる。

イ　しかし、リンパ浮腫は、それが悪

性腫瘍の術後のものであれ、原発性

のものであれ、リンパ系の機能障害

でリンパ液が患肢に貯留して発症す

る浮腫であるということにおいて

は、その発生機序において変わると

ころはないと考えられる。

また、現在リンパ浮腫の治療に関

しては、日常生活指導、足のマッサー

ジ、足への圧迫療法（弾性ストッキ

ングなど）の三つが主たるものであ

り、弾性ストッキングの有用性につ

いては多くの論文、著書が公表され

ているのであるから、弾性ストッキ

ングによる患肢の圧迫効果は、広く

認められているといえる。

ウ　さらに、リンパ浮腫を放置すると、

リンパの流れがうっ滞することによ

り皮下にリンパ液が滲出し、易感染

の状態になるので、軽微な傷でも蜂

窩織炎等の重篤な感染症を引き起こ
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したり、また、軽い感染症を繰り返

すことにより、皮膚の硬化等の器質

的障害を引き起こす可能性があるこ

とを考慮すると、弾性ストッキング

の装着は、その唯一ともいえる予防

的治療法であるといえる。

エ　そうすると、本件通知が、弾性ス

トッキングに係る療養費の支給につ

いて、その対象となる疾病を (2) に

掲記したものに限定して、それ以外

の疾病による場合には全く支給しな

いとする趣旨であるとすれば、それ

は相当とはいえないのであって、本

件通知をそのようなものと考えるべ

きではない。

オ　そして、Ａ医師は、請求人の当該

傷病について静脈、リンパ管の形成

異常により、左下肢の高度な腫脹が

認められる、幼少児よりの皮膚色素

沈着、静脈蛇行、リンパ浮腫により、

下肢の左右差などを認めるため、長

期間の継続的加療が必要である、特

に、下肢腫脹の治療は「弾性着衣に

よる生涯にわたる継続的管理」が必

要な状態である、と診断しているの

であり、当該傷病の治療上における

弾性ストッキングの必要性、有用性

が高いことは明らかであるから、当

該傷病について、原発性であること

を理由に法第８７条の療養費の支給

対象から除外することは、療養費支

給の趣旨・目的に照らして合理的な

ものであるとはいえない。

したがって、請求人には、弾性ス

トッキングに係る療養費が支給され

るべきである。

なお、課長通知によると、１度

に購入する弾性着衣は、洗い替えを

考慮し、装着部位ごとに２着を限度

とするとされているところ、請求人

は、膠原病などの合併症がありステ

ロイド治療中であり、皮膚が弱く、

また疼痛もあるため着圧が３０mmHg

以上の弾性ストッキングは着用でき

ないので、着圧が２０mmHg 以下の

ものを重ね履きする必要があり、洗

い替えを考慮して４着が必要である

旨主張している。しかし、このよう

な場合には、着圧の低い弾性ストッ

キングを重ね履きする方法のほかに

も、着圧の低い弾性ストッキングと

弾性包帯を併用する方法、あるい

は、皮膚を保護する意味で、薄いア

ンダーシャツを着て、その上から弾

性ストッキングを履く方法など複数

の方法が考えられるところ、本件に

おいては、弾性ストッキングの重ね

履きの方法によらなければならない

とする合理的な根拠が示されている

とはいえないから、請求人のこの主

張は認められない。

(4)　以上により、本件装具の購入に要

した費用は、２着を限度として、療養

費支給の対象と認められるべきであ

り、原処分は妥当でないので、これを

取り消すこととし、主文のとおり裁決

する。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /MSMincho
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




